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総務文教常任委員長報告 

（Ｒ６．７．１） 

 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と 

その結果を報告いたします。 

 

 まず、第１号議案、令和６年度亀岡市一般会計補正予算（第１号）の    

本委員会所管分でありますが、その主な内容といたしまして、 

 総務費では、ふるさと納税寄付額５０億円達成に向け、先進地における職

員研修を受講するための、人事管理経費の増額補正、 

基幹業務支援システム等において、国が策定する標準仕様に準拠
じゅんきょ

したシス

テムへの移行などのための、電算管理経費の増額補正、 

地理的・文化的に日本に近い台湾との市民交流を目指し、嘉
か

義
ぎ

市など台湾

各地の視察を行うための、国際交流経費の増額補正、 

 消防費では、亀岡市消防団本梅分団に対し亀岡市長表彰「優秀表彰まとい」

を授与するための、非常備消防経費の増額補正、 

教育費では、小・中・義務教育学校の児童生徒が、「アルゼンチン国立青少

年交響楽団来日公演」に招待され、文化体験の充実を図ることから京都スタ

ジアムまでの送迎バスを借上げるための、教育研究会等経費の増額補正、 

 

＜修正前＞ 
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新博物館の整備に向けた基本計画を策定するための、博物館整備事業経費

の増額補正   などであります。 

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

なお、指摘要望事項として、博物館整備事業経費の執行にあたっては、博

物館建設予定地の調査を的確に実施すること、亀岡市新資料館（仮称）整備

基本構想に掲げられる理念を実現するために、慎重な検討を重ね基本計画を

策定すること、それら調査・検討結果を適宜議会に報告されたい、とするも

のです。 

 

次に、第２号議案 亀岡市不当要求行為等対策条例の制定については、市

に対する不当な要求行為等に対し、統一的な対応を行い、未然に発生を防止

する体制を整備することで、法令を遵守した公正な職務の執行を確保しよう

とするものであり、 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定し

ました。 

 

次に、第３号議案 亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別す 
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るための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴う規定整備及び事務手

続の簡素化、並びに利便性の向上のため、個人番号を市が独自に利用する事

務について、条例に規定するものであります。 

採決に先立ち、マイナンバーカードの作成が任意であるにもかかわらず、

こども医療費助成に係る事務に対して、マイナ保険証を使わざるを得ない状

況にあることに矛盾を感じ、反対するとの反対討論がありました。 

一方、マイナンバーカードを使用される方にとって、適切な行政サービス

が受けられるように環境整備を整えるための条例改正であることから、賛成

するとの討論がありました。 

採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第４号議案 石田梅岩記念館設置条例の制定は、亀岡市が輩出した

石門
せきもん

心学
しんがく

の祖
そ

石田梅岩を顕彰し、市民の生涯学習の実践活動や地域のにぎわ

い創出を図るため、生誕地である東別院町に石田梅岩記念館を設置するもの

であり、 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定  

しました。 

 

 次に、本常任委員会に付託されました請願について、審査の経過概要とそ 
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の結果を報告いたします。 

受理番号１、地方自治法改正に関する請願について、その趣旨は、 

第２１３回国会で審議の「地方自治法の一部を改正する法律案」について、 

国の地方自治体に対する補充的な指示の規定が盛り込まれており、拙速に進

めることのないよう意見書を採択し、内閣総理大臣、総務大臣等に提出する

ことを求めるものであります。 

審査では、請願者からの意見陳述の機会を設け、それに対する質疑の後、

委員間討議を行いました。 

採決に先立ち、本改正法律案はすでに成立しており、今後、非常時には国

の主導で統一的な政策が実行されるであろうことから、不採択とするとの反

対討論がありました。 

一方、請願の趣旨は、全国知事会の提言を踏まえ、今後において、適切な

法の運用を求めるものであり、現段階で意見書を送付すべきであるとの賛成

討論がありました。   

採決の結果は、賛成少数により不採択すべきものと決定しました。 

 

以上、簡単ではありますが、本委員会の報告といたします。 

 



       

・
博
物
館
整
備
事
業
経
費 

３
５
０
万
円
増 

新
博
物
館
整
備
の
た
め

の
基
本
計
画
を
策
定
す
る
。 

 
 

【
主
な
質
疑
】 

問 

委
託
業
務
内
容
は
。 

答 

検
討
委
員
会
の
資

料
作
成
や
建
設
予
定
地
の

調
査
な
ど
基
本
計
画
策
定

の
業
務
支
援
で
あ
る
。 

問 

検
討
委
員
会
の
回

数
は
。 

 

答 

年
３
回
の
予
定
。 

      

 

市
に
対
す
る
不
当
な
要

求
行
為
等
に
対
し
、
統
一

的
な
対
応
を
行
い
、
未
然

に
発
生
を
防
止
す
る
体
制

を
整
備
す
る
。 

  

問 

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
は
。 

答 

今
年
度
に
基
本
計

画
を
策
定
、
来
年
度
に
基

本
設
計
を
考
え
て
い
る
。

【
指
摘
要
望
事
項
】 

博
物
館
整
備
事
業
経
費

の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、

博
物
館
建
設
予
定
地
の
調

査
を
的
確
に
実
施
す
る
こ

と
、亀
岡
市
新
資
料
館
（
仮

称
）
整
備
基
本
構
想
に
掲

げ
ら
れ
る
理
念
を
実
現
す

る
た
め
に
、
慎
重
な
検
討

を
重
ね
基
本
計
画
を
策
定

す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
調

査
・
検
討
結
果
を
適
宜
議

会
に
報
告
さ
れ
た
い
。 

  

【
主
な
質
疑
】 

問 

社
会
的
常
識
を
逸

脱
し
た
行
為
と
は
。 

答 

詳
細
は
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
定
め
、
議
会
に
も
報

告
す
る
。 

問 

電
話
に
録
音
機
能

を
つ
け
て
は
ど
う
か
。 

答 

設
備
の
変
更
が
必

要
で
あ
り
、
検
討
す
る
。 

 
 

 

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

○
不
当
要
求
行
為
を
組
織
で
対
応 

○
新
博
物
館
、
基
本
計
画
策
定
へ 

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
可
決 

（
全
員
賛
成
） 

亀
岡
市
不
当
要
求
行
為

等
対
策
条
例
の
制
定 

可
決
（
全
員
賛
成
） 

＜修正前＞ 
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